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木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

  

法 務 大 臣 
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外 務 大 臣 

厚生労働大臣 

農林水産大臣 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）を踏まえ、

出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下「法」という。）第２条の４

第１項の規定に基づき、法第２条の３第１項の規定に基づき定められた「特定技能の在

留資格に係る制度の運用に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）にのっとっ

て、木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（以下「運

用方針」という。）を定める。 

 

１ 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図

るべき産業上の分野（特定産業分野） 

木材産業分野  

 

２ 特定産業分野における人材の不足の状況（当該産業上の分野において人材が不足し

ている地域の状況を含む。）に関する事項 

（１）特定技能外国人受入れの趣旨・目的 

「森林・林業基本計画」（令和３年６月 15 日閣議決定）に基づく木材産業の競争

力強化等といった林産物の供給及び利用の確保や、「花粉症対策の全体像」（令和

５年５月 30 日花粉症に関する関係閣僚会議決定）に基づくスギ材需要の拡大等を

推進していくためには、木材産業の持続的な発展が不可欠となっている。 

このような中、木材産業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門

性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分

野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。 

（２）生産性向上や国内人材確保のための取組等 

（生産性向上のための取組） 

近年、製材工場、合板工場等の大規模化・集約化が進展しており、大規模な製材

工場等がなかった地域においても、林野庁の木材加工流通施設導入の支援等が活用

され、大規模工場の進出や、地元の製材工場等の連携による新たな工場の建設が進

んでいる。この 10 年間で、年間原木消費量５万㎥以上の製材工場等が全国で 21 箇

所新設されており、製材工場を例にとると、一工場当たりの原木消費量は約 1.6 倍

と大きく増加している。 

さらに、林野庁は、木材産業経営者向けの働き方改革の手引きの作成（平成 31

年３月）等、木材産業における働き方改革の実現に向けた取組も行っている。 

上記（１）の「森林・林業基本計画」において、林業・木材産業が内包する持続
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性を高めながら成長発展させることを通じて、社会経済生活の向上とカーボンニュ

ートラルに寄与する「グリーン成長」を実現することとしており、我が国の令和 12

年における木材供給量の目標を 4,200 万㎥と設定していることから、当該目標を達

成するために引き続き大規模化等による生産性向上に取り組んでいく。 

（国内人材確保のための取組） 

林野庁では、安定供給体制の構築に向けた木材加工流通施設等の整備への支援を

行っており、これにより新しい施設等の導入が促進されることで、労働者の安全が

守られるとともに、労働負荷の軽減が図られ、女性や高齢者等が働きやすい労働環

境づくりにつながっている。 

また、木材産業分野においては、他の業種と比較すると労働災害発生率が高い水

準で推移していることを踏まえ、同分野の労働力確保のためには、若者が未来を託

せる安全な職場環境にしていくことが必要不可欠となっている。このため、業界団

体においては、労働災害の防止に関し、外部有識者による安全診断やその普及啓発

等を行ってきているほか、林野庁においても、作業安全対策の推進に向けた「農林

水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業）事業者向け」（令

和３年２月 26 日林野庁）の策定・普及、作業安全のウェビナーの開催、実態の分

析を踏まえた事故体験ＶＲ映像等の研修資材の作成・普及等を行っている。 

（３）受入れの必要性（人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。） 

木材需要が拡大している中、木材・木製品製造業（家具を除く。）の就業者数は

平成 22 年の 12 万 3,000 人から令和２年には 10 万 3,000 人と、この 10 年間で約 16

％減少している。また、令和４年度の有効求人倍率は 2.80 倍と、全産業の有効求

人倍率（1.19 倍）の約 2.5 倍となっており、木材産業の人材不足は深刻である。さ

らに、令和２年の就業者総数に占める 35 歳未満の割合は、全産業では 22.8％であ

るが、木材・木製品製造業（家具を除く。）では 17.6％であり、将来的に木材産業

を担う人手も他産業と比較して少ない状況となっている。 

一方、上記の令和 12 年における木材供給量の目標（4,200 万㎥）を令和 10 年度

時点に換算すると 4,120 万㎥であることから、木材産業分野において、同年度には

13 万 6,000 人の就業者が必要となり、５万 7,000 人程度の人手不足が見込まれる。 

このような中、木材産業の基盤を維持し、持続的な発展を図るためには、木材加

工等の作業を行うことができる即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠で

ある。 

（４）受入れ見込数 

木材産業分野における令和６年度からの向こう５年間の受入れ見込数は、最大で

5,000人であり、これを令和10年度末までの５年間の受入れの上限として運用する。 

当該受入れ見込数は、木材産業分野において、令和 10 年度には５万 7,000 人程度

の人手不足が見込まれる中、大規模な製材工場等の整備等による生産性向上（これ

までの生産性向上のペースを維持したと仮定すると令和 10 年度には４万 4,000 人

程度）や、労働負荷の軽減等の人材確保等の取組による追加的な国内人材の確保（令

和 10 年度には 8,000 人程度）を行ってもなお不足すると見込まれる最大 5,000 人

を１号特定技能外国人の受入れ上限として運用するものであり、過大なものとはな
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っていない。 

 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

木材産業分野において特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定め

る試験に合格した者とする。 

また、木材産業分野に関する第２号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び

日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。 

（１）技能水準（試験区分） 

「木材産業特定技能１号測定試験」 

（２）日本語能力水準 

ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

イ そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

 

４ 法第７条の２第３項及び第４項（これらの規定を同条第５項において準用する場合

を含む。）の規定による同条第１項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措

置又は交付の再開の措置に関する事項 

（１）農林水産大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不

足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとと

もに、上記２（４）に掲げた５年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合

その他必要とされる人材が確保されたと認められる場合には、法務大臣に対し、一

時的な在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求める。 

（２）一時的な在留資格認定証明書の交付の停止の措置を講じた場合において、当該受

入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣

は、法務大臣に対し、在留資格認定証明書の交付の再開の措置を求める。 

 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）１号特定技能外国人が従事する業務 

製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 

（２）特定技能所属機関に対して特に課す条件 

ア 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」（以

下「協議会」という。）の構成員になること。 

イ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 

ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

エ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対 

し、必要な協力を行うこと。 

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委

託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援

機関に委託すること。 

（３）特定技能外国人の雇用形態 

直接雇用に限る。 
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（４）治安への影響を踏まえて講じる措置 

農林水産省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得

る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度

関係機関と適切に共有する。 

また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を

踏まえつつ、農林水産省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、

運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。 

（５）特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することと

ならないようにするために必要な措置 

農林水産省は、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、協議会を

組織し、協議会において、外国人材が不足している地域について、外国人材不足の

状況及び課題の把握並びに対応方策の検討、外国人材の適正な受入れに資する取組

等の協議を行う。協議会の構成員は、協議の結果に基づき、外国人材の適正な受入

れに資する取組を行う。 

 
 


